
入 札 公 告 

                                 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ ５ 日 
 

国家公務員共済組合連合会（以下「連合会」という。）所有の土地を下記のとおり 一般
競争入札により売却します。 
 

記 
 
１．売却物件 

福岡県北九州市小倉北区寿山町405番1  宅地  １３３４．１２㎡ 
 
２．入札参加者に必要な資格 
（１）  宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）（以下「業法」という。）第２条第３号に

規定する宅地建物取引業者の資格を有すること。 
（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）に規定す

る暴力団、暴力団員及びその関係者でない者であること。 
（３） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第８

条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体及びその役職員（構成員を含む。）でない
こと。 

（４） 次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があったと認められるときから２年
を経過していない者（この者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者について
も同様とする。）に該当しない者であること。 
① 故意に入札に付す物件を損傷し、その価値を減少させた者。 
② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るた
めに談合した者。 

③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 
④ 競争入札の実施に当たり当会の職員の職務の執行を妨げた者。 
⑤ 正当な理由なく当会との契約を履行しなかった者。 
⑥ 当会に提出した書類に虚偽の記載をした者。 
⑦ その他当会に著しい損害を与えた者。 

（５） 入札代理人については、上記（２）から（４）までのいずれにも該当する者であること。 
 （６） 確実な資金計画を有している者であること。 
   
３．入札参加の手続 
（１） 入札に参加することを希望する者は、「配付書類申込書（FAX）」により（２）に掲げる書

類を連合会へ請求してください。書類を配付された者は、入札参加申込書及び誓約書
を令和６年６月７日(金)までに、連合会へ持参、又は電話連絡のうえ郵送（期限内必
着のこと）してください。（発行後３か月以内の法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
及び代表者印鑑証明書を必ず添付してください。） 

なお、提出された書類はいずれも返還いたしません。 
 

（２） 配付書類 
① 入札注意書 
② 土地売買契約書（案） 



③ 入札参加申込書 
④ 誓約書 
⑤ 入札保証金納付等に関する留意事項 
⑥ 振込依頼書 
⑦ 入札保証金提出書 
⑧ 入札書 
⑨ 委任状 
⑩ 物件調書（含む図面関係） 
  

４．入札保証金 
入札保証金（入札金額の１００分の５以上に相当する金額、但し、５00万円以上とす

る。）を振込依頼書により、令和６年６月１０日（月）から６月１２日（水）の正午までに、指定
口座へ振込手続を行うとともに、手続終了後、入金日と同日に入札保証金提出書を連合
会へFAX送付すること。（FAX：０３－３２２２－３７１７） 

 
５．現地説明 
  実施しない。 
 
６．入札の日時及び場所 
  別紙のとおり。 
 
７．入札の無効 
  入札に参加する資格のない者の行った入札及び入札の条件に違反した入札は無効とな
る。 

 
８．契約等 
  落札者は、宅地建物取引業法第３５条に基づく重要事項説明書の交付を受けたうえ、落
札決定の日から令和６年７月１９日（金）までに、連合会の指定する契約書により、契約を
締結すること。 

なお、令和６年７月１９日(金)までに、契約を締結しないときは、入札保証金は連合会に
帰属する。 
 

９．売買代金の支払い 
  売買代金は、契約締結と同時に支払うこと。 
 
 
 
 
 
 
 

国家公務員共済組合連合会 

 



別紙 

１．売却物件 

物件番号 所    在    地 地目 
数量㎡ 

（実測） 

０６－００５ 北九州市小倉北区寿山町 405 番 1 宅地 １３３４．１２ 

 

 

２．入札保証金納付期間 

令和６年６月１０日（月）から６月１２日（水）正午まで 

 

 

３．入札の日時、場所 

日        時 場      所 

令和６年６月１４日（金）１０：００～ 

〒802-0005 北九州市小倉北区堺町 1-6-13 

    パークサイドビル９階 小会議室１ 

           TEL 093-551-3778 

 

 

４．配付書類等の請求・提出場所及び問合せ先 

国家公務員共済組合連合会 

管財・営繕部 小倉北区寿山担当 

住所：東京都千代田区九段南一丁目１番１０号 

電話：０３－３２２２－１８４１（平日９：３０～１７：００） 

FAX：０３－３２２２－３７１７ 

 

  



送信先：FAX 番号：０３－３２２２－３７１７  

 

 

配付書類申込書（FAX） 
 

 

令和  年  月  日 

 

国家公務員共済組合連合会 

管財・営繕部  御中 

 

（必須）（申込者）〒 

住 所                      

 

氏  名                       

 

(担当者)                       

 

電 話                      

 

F A X                      

 

 

 

 

下記の物件の資料を請求します。 

 

記 

 

 

 物件番号：０６－００５ 

所在地：北九州市小倉北区寿山町 405 番 1 

 



物件番号 ０６－００５

宅  地

地　　番

地　　目

数　　量

用途地域

地域・地区

建ぺい率

容 積 率

高度制限

防火指定

そ
の
他

私道負担 無
道路後退 有

施 設 整 備 状 況
施設整備の

特別負担の有無

電　　　気 有

公営水道 有 無

公共下水道 有 無

都市ガス 有 無

鉄　道　等

物　　　　件　　　　調　　　　書

所 　 在 　 地 北九州市小倉北区寿山町405番1

旧　住　居　表　示 北九州市小倉北区寿山町4-30

現況地目及び面積 1,334.12㎡

登  記  簿
記載事項

405番1

宅地

1,334.12㎡

接　面　道　路
の　　状　　況

西側　県道　幅員約9.4ｍ～10.7ｍ（建築基準法第42条1項1号道路）
南側　幅員約1.8ｍ～3.2ｍ（建築基準法第42条2項道路）

法
令
に
基
づ
く
制
限

都
 

市
 

計
 

画
 

法

建
 

築
 

基
 

準
 

法

市街化区域

第1種中高層住居専用地域

―

60%

200%

―

―

・建築基準法第22条区域
・日影規制（4ｍ/4ｈ/2.5ｈ）
・斜線制限（道路・隣地）
・景観法（景観計画区域）
・宅地造成及び特定盛土等規制法（宅地造成工事規制区域）
・文化財保護法第92条・第93条（周知の埋蔵文化財包蔵地「広寿山福聚寺境内遺跡」）
・都市再生特別措置法第88条・第108条（居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外）

私道の負担等 負担の内容
に関する事項 負担の内容 東側道路の中心線から2ｍ後退が必要

交 通 機 関
ＪＲ小倉から西鉄バス「魚町」バス停より20分乗車、「広寿山」バス停下車1分
北九州モノレール 「香春口三萩野」駅の東方　約1.8ｋｍ
JR日豊本線、日田彦山線 「城野」駅の北東方　約1.8ｋｍ

参 考 事 項

・売却の際は、現状有姿（囲障、看板、工作物（擁壁、アスファルト舗装、集水桝、U字側溝、量
水BOX、ガス管、電柱、支柱、電線）等を含む。）での引渡しとなります。
・本物件と隣接地との間で下記の越境があります。
①北側隣接地から電柱、支線、電線、腕金、植栽、木の根、ブロック塀が本物件に越境（ブ
ロック塀のみ覚書締結済み）。
②南側隣接地からブロック塀、擁壁、コンクリート叩き、建物の一部、１階庇、２階庇、屋根、雨
樋、換気扇、植栽が本物件に越境（覚書締結済み）。
③南側隣地から石棚が本物件に越境。
④東側道路から複数の電線、アスファルト（2か所）が本物件に越境。
⑤西側隣地から支線、電線が本物件に越境。
⑥本物件から南側隣地及び東側道路に擁壁が越境（南側隣接地のみ覚書締結済み）。
⑦本物件から西側隣接地に水道管、ガス管、雨水管が越境。水道管、ガス管は地上にて越境
を視認、雨水管は地中にて越境しており視認できません。
・本記載事項と現況に相違のある場合は、現況を優先します。

供 給 処 理

施設の概要

配管等の状況

 接面道路配線

 接面道路配管

 接面道路配管

 接面道路配管



対象不動産

位置図



対象不動産

案内図
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